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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年5月12日(2011.5.12)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頂面（２）と、外周面（３）と、内周面（５）と、前記頂面（２）の表面領域とほぼ同
一の表面領域の底面（４）により区切られる合成樹脂製複合層構造体（１）であって、
　前記頂面（２）と前記底面（４）と前記外周面（３）と前記内周面（５）とを有する第
一の層（６）と、
　前記頂面（２）と前記底面（４）との間で、前記外周面（３）と前記内周面（５）との
間に配置され、前記頂面（２）又は前記底面（４）の表面領域と少なくとも等しい表面領
域から成る第二の層（７）を具備するものにおいて、
　前記第二の層（７）は、少なくとも一つのジグザグ形の二重折り曲げ部（８、９）を形
成することを特徴とする、
　複合層構造体（１）。
【請求項２】
　前記構造体を貫通する中心穴を含む、請求項１に記載の複合層構造体（１）。
【請求項３】
　複合層構造体（１）が、管の肩部を形成することを特徴とする、請求項２に記載の複合
層構造体（１）。
【請求項４】
　前記第二の層（７）の端部は、前記頂面（２）又は前記底面（４）のレベルで、前記頂
面（２）又は前記底面（４）と接触することを特徴とする、請求項１から３のいずれか一
項に記載の複合層構造体（１）。
【請求項５】
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　前記第二の層（７）の端部は、前記頂面（２）のレベルで前記頂面（２）と接触するが
、前記第二の層（７）の他の端部は、前記底面（４）のレベルで前記底面（４）と接触す
ることを特徴とする、請求項４に記載の複合層構造体（１）。
【請求項６】
　前記第二の層（７）自体は、二つの接着樹脂の層の間に封入されるバリヤ樹脂の層を具
備する複合層構造体を形成することを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載
の複合層構造体（１）。
【請求項７】
　溶融樹脂の多層素材単位（ dose ）の圧縮成型により、合成樹脂製複合層構造体を生成
するための工程であって、
　機能性樹脂の少なくとも一層を含む熱可塑性樹脂の多層素材単位を、連続的にもしくは
不連続的に押出す工程と、
　前記素材単位を圧縮装置に供給する工程と、
　前記合成樹脂製複合層構造体を製造するために、前記素材単位を前記装置で圧縮する工
程と、から成る工程において、
　前記機能性層の一部は、素材単位の周縁に向かって、また別の部分は素材単位の中心に
向かって、引きずられ、その結果少なくとも一つのジグザグ形の二重折り曲げ部を形成す
る前記素材単位圧縮工程により、前記機能性層が前記合成樹脂製複合層構造体の内部に形
成されることを特徴とする、圧縮工程。
【請求項８】
　穴を含む素材単位を使用している、請求項７に記載の圧縮工程。
【請求項９】
　完全充填素材単位を使用している、請求項７に記載の圧縮工程。
【請求項１０】
　前記中心に向かう前記機能性層の流動を創出するために、前記素材単位の中心部分の圧
縮とその次の減圧への移動を局所的に実行する工程から成る、請求項７に記載の圧縮工程
。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】多層構造体
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラスチック材料から作製される多層物体の分野の範囲に属する。本発明は
具体的であるが、それに限定されない、パッケージ化、特に柔軟な管のヘッドとプラグの
分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国特許第4 876 052号明細書は、第一の合成樹脂７が第二の合成樹脂６の内部に完全
に封入されることを特徴とする多層物体（図１）を記載する。この多層物体は、第一の樹
脂が第二の樹脂に全体的に封入される複合素材単位（ dose ）の圧縮成型により取得され
る。米国特許第4 876 052号明細書に記載される多層構造は、容器もしくはふたなどの物
体に特に関心を引いている。しかしながら、これらの多層物体を取得するための方法は、
多くの困難を課す。第二の樹脂に全体的に封入される第一の樹脂を備える複合素材単位の
製造は、第二の樹脂の内部の第一の樹脂の間欠的な押出を必要とする。米国特許第4 876 
052号明細書に記載されるように、第一の合成樹脂用の閉止弁構造を有する共押出装置は
、前記第一の樹脂の間欠的な流動を制御する。しかしながら、これらの閉止弁構造は、複
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雑で煩わしく、またそれらは、十分な精度と、反復性と、満足できる間欠的な流動の制御
ができない。同様に、米国特許第4 876 052号明細書に記載の多層物体の実現は、製造装
置の費用のため比較的高い値段を生ずる。
【０００３】
　米国特許第4 876 052号明細書の欠点を解消するために、特開平２－９８４１５号公報
は、第二の合成樹脂が第一の合成樹脂の両側面のみを覆うことを特徴とする複合素材単位
から開始する圧縮成型による多層物体の実現を提唱する。自身の対称軸に沿うこの素材単
位の圧縮成型は、第一の樹脂６が第二の樹脂７を部分的に封入することを特徴とする多層
構造を有する物体を形成する。しかしながら、特開平２－９８４１５号公報に記載の二つ
の樹脂から実現される多層物体は、第一は、バリヤ（ barriere ）樹脂７を物体の全表面
積の約5％を超える物体の中心の表面積に晒すことになっていることと、第二は、樹脂の
全量の少なくとも30％の総量に達する物体中のバリヤ樹脂７の量を必要とすることになっ
ている；二つの重大な欠点を有する。これは、一方においては、高額な価格を有する物体
を、また、他方においては、主に物体の中心において大幅に改良された機械特性を有する
物体を形成する。特開平２－９８４１５号公報の別の欠点は、物体の幾何学的形状により
、また素材単位の圧縮の際の流動により調整されるようになっている分量である、樹脂６
と７の個々の分量を最適に調整できないことにある。
【０００４】
　特開平２－９８４１５号公報には、前述の欠点を部分的に解消するために三層の素材単
位を使用することが提唱されている。この素材単位は、素材単位の中心部分を形成する第
一の樹脂１１により、また第一の樹脂の側面のみを覆う第二の樹脂７により、そして第二
の樹脂の側面のみを覆う第三の樹脂６により構成される。自身の対称軸に沿うこの複合素
材単位の押しつぶしは、多層物体（図３）を生成する。三層素材単位の使用は、使用され
るバリヤ樹脂７の分量を低減する利点を有し、また単一樹脂６を含む同一物体に対し僅か
に改良された機械特性を有する物体を生成する。しかしながら、第二の樹脂７は、対称軸
に近接するバリヤ性のない多層物体を生成する、多層物体の中心部分を覆わない。バリヤ
樹脂層７により覆われない物体のこの中心部分は、物体のバリヤ性能を弱め、またこの解
決法をさほど効果的にしない。
【発明の開示】
【０００５】
　米国特許第4 876 052号明細書と特開平２－９８４１５号公報の欠点を解消するために
、多層物体と、圧縮成型によるその実現の方法が提唱される。この物体は、従来技術とは
異なる、前記物体に特に有利なバリヤ特性を与える独特の多層構造を特徴とする。
【０００６】
　本発明のより良い理解は、下記の添付の図面により示される事例の詳細説明から得られ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明に記載の多層物体の第一の事例は、図４の断面図に示される。この物体１は、頂
面２と、底面４と、境界３を有する。第一の樹脂６は、前記物体の、頂部及び底部の表面
と、境界を形成する。第二の樹脂７は、物体の頂面と底面との間に配置される層を形成し
、また物体を貫いて延びる。前記樹脂層７は、少なくとも一つの二重折り曲げ部を形成し
、前記第一の折り曲げ部は境界３に近接して位置していて、また前記第二の折り曲げ部９
は物体の対称軸に近接して位置している。特徴的なジグザグ形の二重折り曲げ部を形成す
る樹脂層７は、二つの自由端部を有し、第一の自由端部は、頂面２に近接して位置してい
て、また第二の自由端部は底面４に近接して位置している。設定工程に応じて、樹脂層７
の端部は、物体の表面と同一表面で存在でき、あるいは物体中に全体的に封入できる。
【０００８】
　本発明に記載の多層物体の第二の事例は、図６の断面図に示される。この物体は穴１０
と、頂面２と、底面４と、境界３と、５を有する。この多層物体において、バリヤ樹脂層
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７は、少なくとも一つの二重折り曲げ部を形成し、第一の折り曲げ部は物体の外周を形成
する境界３に近接し位置していて、また第二の折り曲げ部は穴を形成する境界５に近接し
位置している。穴を含んでいるこの物体において、ジグザグ型形状を形成し、また物体の
頂面２と底面４に近接する自由端部を有する封入された層７の特徴的な配置を見出すこと
ができる。
【０００９】
　本発明に沿って実現される物体において、バリヤ樹脂層７の厚みは、薄く、かつ均一で
あり、さらに調整可能である。100ミクロンより小さいバリヤ層の厚みで差し支えないの
が一般的であり、また50ミクロンより小さい厚みが選定されるのが好ましい。バリヤ樹脂
層７の厚みを、要求されるバリヤ特性と使用される樹脂とに従って制御でき、また改良で
きる。
【００１０】
　一般に、バリヤ樹脂７と物体を形成する樹脂６との間に接着はない。バリヤ樹脂がEVOH
樹脂であり、また物体６を形成する樹脂が、ポリオレフィン(PEと、PP)の族に属するとき
の、これは特別なケースである。特定の場合において、この接着が無いことは、前記物体
の使用法と全体性能に不利益にならない。しかしながら、もし接着が、前記物体の機械及
びバリヤ特性を確実にすることを必要とするならば、第一の解決法は、接着剤を加え、ま
た樹脂６内に接着剤を混合することである。第二の解決法は、バリヤ層の両側面上に接着
層を加えることであり、それは多層構造において従来から行われている。図７は、バリヤ
樹脂層７の両側面上に位置し、また物体を形成する樹脂６に封入される、接着樹脂の二つ
の層１２と１２´を含む多層物体を示す。これらの多層構造は特に有利である。
【００１１】
　本発明に沿って実現される物体は、バリヤ樹脂層７の二つの折り曲げ部を有する多層構
造に限定されない。図８は、本発明に準拠し、また各々が８と、９と、９´で標示された
、三つの折り曲げ部を形成するバリヤ樹脂層を含む物体を示す。同様に、図９は、バリヤ
層７が、各々が８と、８´と、９と、９´と、９″で標示された五つの折り曲げ部を形成
する物体を図示する。これらの事例は、網羅的でない。
【００１２】
　本発明に沿って実現される物体は、特に有利なバリヤ特性を有する。本発明に沿って実
現される物体の大部分は、少なくとも一つの二重バリヤ層を有することを認識することに
より、これを一部説明できる。この二重防護は、もし層が局所的に不完全であると分るな
らば、優れた特性と確実なセキュリティとの両方を与える。
【００１３】
　本発明の要旨の範囲内で使用される樹脂は、現在使用されている熱可塑性樹脂、具体的
には包装産業において使用される熱可塑性樹脂に相当する。バリヤ樹脂のうち、エチレン
・ビニール・アルコール共ポリマ（EVOH）と、ナイロン-MXD6などのポリアミドと、アク
リルニトリル-メチルアクリレート共ポリマ(BAREX)と、PVDFなどのフッソ化ポリマを列挙
できる。この件で、物体の主部６を形成するため使用される、ポリエチレン（PE）と、ポ
リプロピレン（PP）と、ポリスチレン（PS）と、ポリアミド（PA）と、ポリエステル（PE
T）の数種の樹脂も列挙できる。このリストは網羅的でない。樹脂の選定において、近似
する粘性を有する製品を選定することが重要である。一般的に、操作温度で、10未満の粘
度比を有する樹脂を使用することが好適であり、また３未満の粘度比が選定されるのが好
ましい。
【００１４】
　本発明に記載の多層物体を実現するための第一の方法は、管状形状の多層素材単位を押
出すための第一の操作と、前記素材単位をモールド中に圧縮して物体を成型するための後
続の操作を含む。図１４は、図４と、６と、８と、９に図示される多層物体を実現するた
めに使用できる三重の層の素材単位を示す。この素材単位において、バリヤ物質７は、二
つの樹脂層６と、６´の間に横方向に封入される。一般に、頂端部１３と底端部１３´は
、封入されない。素材単位の圧縮の際、バリヤ樹脂層を移動するために本発明に使用され
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る方法は、流動機構と、具体的には速度勾配の賢明な利用に基づいている。流速は流動の
中心よりもモールドの壁の近くが小さいと一般に考えられる。これらの流速差を使用する
ことにより、また適当な圧縮方法によってこれらの機構を制御することにより、前記バリ
ヤ層（７）の拡大を阻止しひいては前記バリヤ層（７）の最終位置を成型された物体中に
制御することが可能である。この幾何学的形状は外周と中心部分の全体にわたってバリヤ
層７の拡大を容易にするため、管状形状の素材単位は特に有利である。実際に、適当な装
置の素材単位の対称軸に沿う圧縮の際に、前記素材単位の管状形状は、物質流動が物体の
対称軸に向かってまた物体の外周に向かって発生されることを可能にする。樹脂のこの流
動はバリヤ層７を移動させる。外周に向かう流動は、前記バリヤ層７を物体３の外側境界
まで引きずり、また中心に向かう流動は、バリヤ層７を穴の無い物体の対称軸までと穴を
含む物体の境界５まで引きずる。本発明に記載の多層物体の実現は、素材単位の形状（内
径と、外形と、高さ）と、各層の物質の分量と、圧縮パラメータの最適化を要求する。こ
の特許に提唱された事例の大部分において、説明を容易にするため、三つの樹脂層のみを
具備する素材単位を使用することが選定される。図１５は、５つの層を具備する素材単位
を示す。機能性樹脂層７と、樹脂層６と、６´とに個々に接着するために接着剤として分
類される樹脂にほぼなっている層１２と１２´を形成する樹脂は、物体の構造を形成する
ことを意図する。前述の五層の素材単位から取得される物体の事例は、図７に図示される
。
【００１５】
　第一の方法に記載の多層物体の実現の事例は、図１６－１８に図示される。この方法に
沿って、管状形状の多層素材単位は、モールド中に挿入される（図１６）。この素材単位
は、樹脂６と６´との間に部分的に封入されるバリヤ樹脂７を具備する。圧縮装置は、頂
部プレート１４と、底部プレート１５と、プランジャ１６により図式的に示される。最初
の位置において、プランジャ１６と底部プレート１５との間の間隔は、頂部プレート１４
と底部プレート１５との間の間隔よりも小さい。図１７は、装置の部分１４と、１５と、
１６との間の素材単位の圧縮の開始を図示する。素材単位は、空洞１７と１８を徐々に充
填し、空洞１７中の素材単位流動は、バリヤ樹脂層７を外周に向かって引きずっていて、
空洞１８中の素材単位の流動は、バリヤ層７を中心に向かって引きずっている。図１８は
、素材単位の圧縮が終了したときのバリヤ樹脂層７の配分を示す。空洞１７中の素材単位
の流動は、層７が物体の外周の外へ拡大することを可能にし、また空洞１８中の素材単位
の流動は、層７を物体の対称軸まで引きずる。他の装置が、管状素材単位から多層物体の
実現のために使用される。これらの装置は、それらが外周に向かう及び中心に向かう素材
単位の流動を可能にすることを共有する。これらの流動は、選定された装置と制御手順に
従って同時に起るもしくは順次に起ることがある。空洞１８中に封入された空気の排出を
することは一般に必要である。この空気の排出を、通気孔もしくは現在使用されている他
の手段を用いて達成できる。管状素材単位から多層物体を実現するためのこの方法は、穴
を有する物体の実現のために特に関心を引く。実現方法は、モールドの幾何学的形状が改
変される、図１６－１８に示される方法に類似している。
【００１６】
　本発明に記載の多層物体を実現するための第二の方法は、棒の形の多層素材単位から開
始することから成る。第二の方法は、物体の中心及び外周に向かう素材単位の流動を強制
することから成り、外周に向かう流動は、バリヤ樹脂層を物体の端部に向かって引きずっ
ていて、中心に向かう素材単位の流動は、バリヤ樹脂層を物体の中心に向かって引きずっ
ている。本発明は原理的に、バリヤ樹脂層を物体の中心に向けて引きずることから成り、
この流動は、その幾何学的形状が棒である素材単位を用いて創出することは困難になって
いる。本方法は、バリヤ樹脂層７を中心部分内に引付けるために、物体の中心部分の圧縮
と、次の減圧の移動を創出することから成る。
【００１７】
　第二の方法に記載の多層物体の実現の事例は、図１９－２２に図示される。図１９は、
素材単位の中心部分を形成する第一の樹脂６´と、中間層を形成するバリヤ樹脂７と、外
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周層を形成する樹脂６から成る円筒型形状の多層素材単位の供給を示す。この素材単位は
、頂部プレート１４と、底部プレート１５と、プランジャ１６を具備する圧縮装置中に配
置される。図２０は、素材単位の中心部分を圧縮していて、また外周に向かう樹脂６´の
流動を創出している、プランジャ２０の降下を図示する。プランジャ１６の及び底部プレ
ート１５の相対移動は、その結果生ずる空洞１８中の隙間が物体の最終厚よりも小さくな
ければならないことを必要とする。この圧縮移動は、物体の外周に向かうバリヤ樹脂層７
の変形を生ずる。図２１は、素材単位の圧縮を伴っている後続の段階を示す。頂部プレー
ト１４と底部プレート１５の相対移動は、空洞１７中の素材単位の流動を創出する。この
流動は、バリヤ層７を物体の外周に向かって引きずる。平行して、プランジャ１６は、上
方移動により推進され、それによって空洞１８中の隙間は増大される。プランジャ１６と
底部プレート１５との間のこの相対移動は、物体の中心に向かう素材単位の流動を生成す
る。この流動は、バリヤ樹脂層７を中心に向かって引きずる。図２２は、素材単位の圧縮
が終了するときのバリヤ樹脂層７の配分を示す。空洞１７中の素材単位の流動は、層７を
物体の外周まで引きずり、また空洞１８中の素材単位の流動は、層７を物体の対称軸まで
引きずる。他の装置は、円筒型の多層素材単位からの多層物体の実現のために使用される
。これらの装置は、それらが外周に向かう及び中心に向かう素材単位の流動を創出し、中
心に向かう流動は、圧縮－減圧移動により創出されることを共有する。
【００１８】
　穴を具備する多層素材単位を圧縮することから成る多層物体を実現するための第一の方
法と、円筒型形状の素材単位を圧縮することから成る第二の圧縮方法を、使用される圧縮
装置と圧縮中の移動に応じて多数の圧縮成型法に分類できる。これらの方法は、順次もし
くは同時に、モールドの外周に向かうあるいは中心に向かう、素材単位の流動の制御され
た創出から成る。中心に向かうもしくは外周に向かう流動の正確な制御を可能にする方法
は、図２３－２６に図示される。この方法によると、外周に向かう流動を阻止することに
より中心に向かう流動を発生すること、あるいは逆に中心に向かう流動を阻止することに
より外周に向かう流動を創出することが可能である。両方向に同時的流動を発生すること
も同様に可能である。制御方法は、図２３－２６に図示される。図２３は、頂部プレート
１４と、底部プレート１５と、プランジャ１６と、リング１９を具備する装置中の素材単
位の配置を示す。素材単位は、樹脂層６と、７と、６´を具備する。図２４は、底部プレ
ート１５とリング１９との間の空洞１７の隙間を低減することにより、中心に向かう素材
単位の流動を発生することが可能である方法を示す。リング１９の及び底部プレート１５
の相対位置に従って、空洞１８中の単なる流動を、あるいは空洞１７と１８中の同時的流
動を発生することが可能である。図２５は、リング１９と底部プレート１５との間の隙間
の増大の後の空洞１７中の素材単位の流動を示す。図２６は、成型の終わりでのバリヤ樹
脂層７の配分を示す。選定された圧縮法に従って、流動は、圧縮の際に樹脂が行き来する
場合を含めて多少複雑である。これらの複雑な流動は、例えば図９に図示されるような、
説明することが多少困難なバリヤ樹脂層の最終配分を生成する。
【００１９】
　穴を含んでいる物体を、前述の方法に従って実現できる。しかしながら、この型の物体
については、管状形状の多層素材単位から開始することから成る、第一の方法を使用する
ことが好ましい。穴を含んでいる部品の生成の事例は、図２７－３０に図示される。図２
７に示される成型装置は、図２３に図示され、かつさらに開口部付棒２０を含む装置と同
一である。図１６に記載される装置を、追加の開口付棒２０を用いて使用できる。図２７
は、装置中の管状多層素材単位の配置を示す。図２８は、頂部プレート１４と、底部プレ
ート１５との間の素材単位を圧縮することにより、またリング１９と底部プレート１５と
の間の流動を抑制することにより、空洞１８中の素材単位の変形を起すことが可能である
方法を示す。創出された抑制に従って、空洞１８と１７中に順次にもしくは同時に流動を
発生することが可能である。別の制御方法は、プランジャ１６と頂部プレート１４との間
の素材単位を圧縮することにより空洞１７中の素材単位の変形を開始することと、次に空
洞１８を充填することから成ることがある。図２９は、空洞１７中の素材単位の変形を示
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す。図３０は、成型の終わりでの異なる樹脂の配分を図示する。装置の異なる部分の制御
順序は、物体の幾何学的形状と、樹脂のレオロジと、素材単位の幾何学的形状に依存する
。物体中のバリヤ樹脂層７の正確な配置を達成するために、繰返し設定する方法が必要で
ある場合が多い。
【００２０】
　本発明に記載の多層物体を、圧縮の際に、物体の中心に向かう及び外周に向かう樹脂の
適切な流動を可能にする物体の幾何学的特性を有効に利用することによって簡素化された
圧縮装置を用いて実現することが可能である。これらの物体は一般に、物体の中心に軸対
称な隆起を有する。事例は、図３１と３２に図示される。図３１は、頂部モールド１４と
底部モールド１５を具備している装置内への管状多層素材単位６と、７と、６´の供給を
示す。前記モールドの空洞中の素材単位の押しつぶしは、図３２に図示される。バリヤ樹
脂７は、物体の外周に向かって及び中心に向かって結合して引きずられる。
【００２１】
　本工程は一般に、物体の表面に近接して置かれる前記バリヤ層７の端部位置を除く、物
体の厚み中の比較的心出しされかつ対称的な構成に配置される二重のバリヤ層７を含んで
いる多層物体を生成する。物体の一部が、バリヤ層７を物体の頂面もしくは底面に近接し
て持込むことが望ましい。図３３－３５は、物体の厚み中のバリヤ樹脂７の二重の層の位
置を制御する方法を図示する。図３３は、頂部プレート１４と底部プレート１５との間の
圧縮の際の方向Ａにおいての素材単位の変形を示す。縮小された隙間が、リング１９と底
部プレートとの間で使用される。図３４は、リング１９と底部プレート１５との間の隙間
を増大するが、素材単位は頂部プレート１４と底部プレート１５との間で圧縮され続け、
Ａ方向の流動を発生することから成る、工程の次の段階を示す。二重の層７は次に、底部
プレート１５に向かってオフセットされることが観測される。図３５は、圧縮工程の終わ
りでの二重バリヤ層７の配置を図示する。この二重の層は、成型された物体の底面に向か
ってオフセットされる。
【００２２】
　物体の幾何学的形状と、素材単位の幾何学的形状と、樹脂のレオロジと、本発明に記載
の多層物体を取得できる成型方法との間には複雑な関係が存在する。図３６－３８は、圧
縮前の同一モールド１５中の異なる素材単位の配置を示す。素材単位は、それぞれが６と
、７と、６′と標示された三つの層により構成される。層７は、機能性樹脂の層である。
図３６－３８は、同一物体を生成するための異なる直径の素材単位を示す。素材単位中の
機能性樹脂層７の位置は、素材単位の直径に比例して変化することに気付くことが重要で
ある。図３６において、素材単位の直径は小さく、また機能性樹脂層７は、前記素材単位
の穴に近接しているが、図３８において、素材単位の直径は大きく、また機能性樹脂層７
は、前記素材単位の外周表面に近接して配置される。素材単位中の機能性樹脂層７の位置
は、物体の中心に向かう及び外周に向かう前記素材単位のそれぞれの流動距離に従属して
いる。もし中心に向かう流動距離が外周に向かう流動距離よりも小さいならば、そのとき
機能性層７は、前記素材単位の対称軸に近接して配置され(図３６)、また反対に、中心に
向かう流動距離が外周に向かう流動距離よりも大きいならば、そのとき機能性層７は、前
記素材単位の外周表面に近接して配置される（図３８）。ほぼ等しい距離が覆われるため
に、機能性層は、前記素材単位にほぼ対称に配置される。説明を容易にするために、流動
の距離をパラメータとして選定したが、素材単位中の前記層７のより正確な位置について
は、流動距離ではなく物質容量を用いることが必要である。
【００２３】
　本発明に記載の多層物体を生成するために、他の方法を使用できる。通常、フィーダ・
ヘッドと呼ばれる、空洞中の追加の補充容量を、工程の不正確な制御を補正するためと、
設定を容易にするために使用できる。これらのフィーダ・ヘッドは次に、物体から取外さ
れ、またリサイクルされることがある。フィーダ・ヘッドを、軸対称でない物体を生成す
るために使用できる。
【００２４】
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　別の方法は、モールド中のガス圧を増大しもしくは低減することにより中心あるいは外
周に向かう流動を促進することである。本明細書にある事例において、素材単位と物体は
単純な幾何学的形状から成るが、本発明は、素材単位の及び物体のあらゆる幾何学的形状
に関連するのは明らかである。
【００２５】
　素材単位中のバリヤ層７の多くの配置が、実行可能である。バリヤ層７が、対称軸上に
心出しされた回転体のシェルを形成することを特徴としている、バリヤ層７の具体的配置
を本発明に結び付けることが有利である。対称軸へのバリヤ層７の距離が可変であるとき
、成型法を簡素化できる。
【００２６】
　本発明は、素材単位中に配分された単一のバリヤ層７により説明されてきた。全てが前
記素材単位の対称軸上に心出しされている、複数のバリヤ層７を具備する素材単位を同様
に使用できる。取得された多層物体は、バリヤ層が他の頂部に少なくとも一つ部分的に置
かれ、また少なくとも一つはジグザグ形の二重折り曲げ部を形成することを特徴とする。
【００２７】
　他の幾何学的形状の素材単位を使用できる。自身の表面凹面の一部を有する素材単位が
、特に有利であることが分ってきた。そのような幾何学的形状の素材単位は、多層物体中
のバリヤ層の優れた配分を容易にする。
【００２８】
　食品に用いる包装もしくは包装部品の実現は、優れた衛生特性を要求する。したがって
、バリヤ層と接着層が、包装された製品と直接接触状態にないのが望ましい場合が多い。
バリヤと接着の層が全体的に素材単位に封入されるのが有利であり、その結果前記バリヤ
と接着の層は、全体的に物体中に封入される。あるいは、バリヤ層の一端だけが封入され
ない状態にできる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、米国特許第4 876 052号明細書に記載され実現された従来技術の多層物
体を示す。この多層物体は、物体を形成している樹脂６に完全に封入されるバリヤ樹脂層
７を含む。
【図２】図２は、特開平２－９８４１５号公報に記載され実現された従来技術の多層物体
を図示する。この多層物体は、物体を形成している樹脂６に部分的に封入されるバリヤ樹
脂７を具備する。樹脂７は、物体の中心部分の表面上で目に見える。
【図３】図３は、特開平２－９８４１５号公報に記載され実現された従来技術の多層物体
を図示する。この多層物体は、物体を形成している樹脂６と１１との間に封入されるバリ
ヤ樹脂層７を具備する。バリヤ樹脂層７は、物体の中心部分内には延びない。
【図４】図４は、本発明に属する多層物体を示す。この物体は、ジグザグ形を形成し、か
つ物体を貫いて延びるバリヤ樹脂層７を含む。バリヤ樹脂層７は、樹脂層６に封入されあ
るいは部分的に封入される。
【図６】図６は、穴１０を含んでいる本発明に記載の多層物体を示す。この物体は、物体
の外周部を形成する壁３から穴を形成する壁５へと、ジグザグ形を形成し、かつ物体を貫
いて延びるバリヤ樹脂層７を特徴とする。
【図７】図７は、ジグザグ形を形成する中心層を複数の層１２と、７と、１２’により構
成できることを図示する。一般に、層１２と１２’は、バリヤ層を形成する樹脂７が物体
の構造を形成する樹脂６と一緒に置かれることを可能にする接着性樹脂の層である。
【図８】図８は、樹脂層７が少なくとも一つのジグザグ形を含むことを示す。図８は、管
の肩部上に達成可能である樹脂層７の幾何学的形状を示す。
【図９】図９は、樹脂層７が少なくとも一つのジグザグ形を含むことを示す。図９は、管
の肩部上に達成可能である樹脂層７の幾何学的形状を示す。
【図１０】図１０は、本発明に記載され実現された管の肩部と物体中のバリヤ樹脂層７の
配分の事例を図示する。
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【図１１】図１１は、圧縮成型により多層物体を実現するために使用される多層素材単位
を示す。
【図１２】図１２は、圧縮成型により多層物体を実現するために使用される多層素材単位
を示す。
【図１３】図１３は、圧縮成型により多層物体を実現するために使用される多層素材単位
を示す。
【図１４】図１４は、圧縮成型により多層物体を実現するために使用される多層素材単位
を示す。
【図１５】図１５は、圧縮成型により多層物体を実現するために使用される多層素材単位
を示す。
【図１６】図１６は、本発明に記載の多層物体を実現するための第一の方法を示し、頂部
プレート１４と、底部プレート１５と、プランジャ１６を具備している圧縮装置の３つの
層６と、７と、６´を含んでいる素材単位の配置を示す。
【図１７】図１７は、本発明に記載の多層物体を実現するための第一の方法を示し、圧縮
中の素材単位の変形を示す。
【図１８】図１８は、本発明に記載の多層物体を実現するための第一の方法を示し、前記
素材単位の圧縮後に取得された多層物体を示す。
【図１９】図１９は、本発明に記載の、円筒型多層素材単位から開始している多層物体を
実現するための第二の方法を示し、頂部プレート１４と、底部プレート１５と、プランジ
ャ１６を含んでいる圧縮装置の３つの層６と、７と、６´を含んでいる素材単位の配置を
図示する。
【図２０】図２０は、本発明に記載の、円筒型多層素材単位から開始している多層物体を
実現するための第二の方法を示し、プランジャ１６と底部プレート１５との間の素材単位
の中心部分を圧縮する工程の第一段階を図示する。
【図２１】図２１は、本発明に記載の、円筒型多層素材単位から開始している多層物体を
実現するための第二の方法を示し、圧縮工程の後続の段階を示す。素材単位はプレート１
４と１５との間で圧縮され、外周に向かう樹脂の流動を創出しているが、プランジャ１６
の上方移動は、増大した間隔と中心に向かう樹脂の流動を創出する。
【図２２】図２２は、本発明に記載の、円筒型多層素材単位から開始している多層物体を
実現するための第二の方法を示し、圧縮の終わりにあたり取得された多層物体を示す。
【図２３】連続してあるいは同時に、中心に向かう及び外周に向かう素材単位の変形を制
御するための一般的方法が示され、穴のある素材単位から穴のない物体の生成工程を図示
するうちで、図２３は、圧縮成型においての素材単位の初期配置を示す。
【図２４】連続してあるいは同時に、中心に向かう及び外周に向かう素材単位の変形を制
御するための一般的方法が示され、穴のある素材単位から穴のない物体の生成工程を図示
するうちで、図２４は、空洞１８を充填するように中心に向かう素材単位の変形を創出す
る方法を図示する。
【図２５】連続してあるいは同時に、中心に向かう及び外周に向かう素材単位の変形を制
御するための一般的方法が示され、穴のある素材単位から穴のない物体の生成工程を図示
するうちで、図２５は、外周空洞１７を充填するための方法を図示する。
【図２６】連続してあるいは同時に、中心に向かう及び外周に向かう素材単位の変形を制
御するための一般的方法が示され、穴のある素材単位から穴のない物体の生成工程を図示
するうちで、図２６は、素材単位の圧縮後のモールド中の物体を示す。
【図２７】穴のある物体を生成するための方法が図示されるうちで、図２７は、圧縮モー
ルド中の素材単位の配置を示す。
【図２８】穴のある物体を生成するための方法が図示されるうちで、図２８は、空洞１８
を充填し、かつ物体の穴を形成するように、中心に向かう素材単位の変形を創出するため
の方法を図示する。
【図２９】穴のある物体を生成するための方法が図示されるうちで、図２９は、外周空洞
１７中の素材単位の流動を示す。
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【図３０】穴のある物体を生成するための方法が図示されるうちで、図３０は、圧縮の終
わりにあたり物体中の機能性樹脂層７の配置を示す。
【図３１】簡素な圧縮装置の使用を可能にしている、物体の特に有利な幾何学的形状が示
され、成型された物体は、その中心部分に軸方向の隆起を有するうちで、図３１は、頂部
モールド１４と底部モールド１５との間の樹脂層６と、７と、６´から成る管状素材単位
の供給を示す。
【図３２】簡素な圧縮装置の使用を可能にしている、物体の特に有利な幾何学的形状が示
され、成型された物体は、その中心部分に軸方向の隆起を有する形状のうち、図３２は、
素材単位の圧縮と流動中のバリヤ樹脂層７の変形を図示する。樹脂層７は、外周と中心に
向かって結合して引きずられる。
【図３３】機能性樹脂７の二重層の厚み中の位置を制御できる方法が図示され、この方法
は前記二重層７が、物体の頂部壁もしくは底部壁の近くに持ち込まれることを可能にする
方法のうち、図３３は、この方法に記載の流動の第一段階を示す。素材単位の流動はＡ方
向において起る。
【図３４】機能性樹脂７の二重層の厚み中の位置を制御できる方法が図示され、この方法
は前記二重層７が、物体の頂部壁もしくは底部壁の近くに持ち込まれることを可能にする
方法のうち、図３４は、底部プレート１５とリング１９との間の増大した隙間のため、物
体の底面壁に向かう二重層７の流動とオフセットを伴う、後続の段階を示す。
【図３５】機能性樹脂７の二重層の厚み中の位置を制御できる方法が図示され、この方法
は前記二重層７が、物体の頂部壁もしくは底部壁の近くに持ち込まれることを可能にする
方法のうち、図３５は、成型の終わりにあたり物体の厚み中にオフセットされる二重層７
を示す。
【図３６】図３６は、素材単位中の機能層５７の位置と素材単位の幾何学的形状との間の
従属関係を図示する。
【図３７】図３７は、素材単位中の機能層５７の位置と素材単位の幾何学的形状との間の
従属関係を図示する。
【図３８】図３８は、素材単位中の機能層５７の位置と素材単位の幾何学的形状との間の
従属関係を図示する。
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